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変更認可申請の補正について 

 

 

 

 

令和２年５月１１日付け令０２原機(サ保)０１７をもって申請した国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設保

安規定の変更認可申請を、別紙のとおり補正いたします。 
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別 紙 
 

１．補正の内容 
 

令和2年 5月 11日付け令02原機(サ保)017をもって申請した国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設保安規定の変更認可申

請を以下のとおり一部補正する。 

なお、既に認可を受けている保安規定に対し、一部補正を含めた変更の内容を別添に

示す。 
 

該当箇所 補正前 補正後 

別紙 

 

核燃料物質使用施設保安規定の変更 
 

１. 変更の内容 

(1) 原子力利用における安全対策の強化のた

めの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律等の一部を改正する法

律（平成 29 年法律第 15 号）の一部の施

行により、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号。以下「原子炉等規制法」とい

う。）及び関連規則が一部改正又は制定さ

れたことに伴い、次のとおり変更する。 

1) 核燃料物質の使用等に関する規則（昭

和 32 年総理府令第 84 号。以下「使用

規則」という。）の改正及び原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の基準に関する規則(令和２

年原子力規制委員会規則第２号。以下

「品質管理基準規則」という。）の制定

に伴い、使用施設等の品質マネジメント

システムに関する事項を変更する。 

2) 検査制度の見直しに伴い、事業者検査

（使用施設等に係る使用前検査及び施

設管理実施計画に基づく施設管理のた

めの検査）を実施するため、独立検査組

織を設置する。 

3) 使用施設等の保全のために行う設計、

工事、巡視、点検、検査等の施設の管理

（施設管理）に関する事項を明確にす

る。 

4) その他、使用規則の改正に伴い、関連

する事項を変更する。 

 

 

 

 

核燃料物質使用施設保安規定の変更 
 

１. 変更の内容 

(1) 原子力利用における安全対策の強化のた

めの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律等の一部を改正する法

律（平成 29 年法律第 15 号）の一部の施

行により、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号。以下「原子炉等規制法」とい

う。）及び関連規則が一部改正又は制定さ

れたことに伴い、次のとおり変更する。 

1) 核燃料物質の使用等に関する規則（昭

和 32 年総理府令第 84 号。以下「使用

規則」という。）の改正及び原子力施設

の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の基準に関する規則(令和２

年原子力規制委員会規則第２号。以下

「品質管理基準規則」という。）の制定

に伴い、使用施設等の品質マネジメント

システムに関する事項を変更する。 

2) 検査制度の見直しに伴い、事業者検査

（使用施設等に係る使用前検査及び施

設管理実施計画に基づく施設管理のた

めの検査）を実施するため、独立検査組

織を設置する。 

3) 使用施設等の保全のために行う設計、

工事、巡視、点検、検査等の施設の管理

（施設管理）に関する事項を明確にす

る。 

4) その他、使用規則の改正に伴い、関連

する事項を変更する。 

(2) 管理区域を解除する際の確認事項を規定

する。 

(3) 管理区域から退出する場合の表面密度の

基準を明確にする。 



 
 

2 

該当箇所 補正前 補正後 

 

 

 

 

 

(2) 条番号の見直し等、記載の適正化を図る。 

 

 

２. 変更の理由 

(1) 法令改正に伴い、保安活動に必要となる

事項を反映するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 記載の適正化を図るため 

 

 

３. 施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以

降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

以 上 
 

(4) 地震、火災等発生時の点検、及び点検結

果に基づく措置について規定する。 

(5) 緊急事態が発生した場合は、原子力事業

者防災業務計画に基づき措置することを

規定する。 

(6) 条番号の見直し等、記載の適正化を図る。 

 

 

２. 変更の理由 

(1) 法令改正に伴い、保安活動に必要となる

事項を反映するため 

(2) 管理区域の解除において、実施すべき措

置を明確にするため 

(3) 管理区域からの退出に係る基準を明確に

するため 

(4) 地震、火災等の発生時に講ずべき措置を

明確にするため 

(5) 緊急事態の発生をもってその後の措置

は、原子力事業者防災業務計画によること

を明確にするため 

(6) 記載の適正化を図るため 

 

 

３. 施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可日以

降、理事長が別に定める日から施行する。 

 

以 上 
 

 

 

該当箇所 補正前 補正後 

別添 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核

燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設

保安規定新旧対照表のとおり 
（令和 2年 5月 11申請） 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核

燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設

保安規定新旧対照表のとおり 
（令和 2年 5月 11申請。令和 2年 8月 31 補正） 

 

 

２．補正の理由 
令和 2 年 5 月 11 日付け令 02 原機(サ保)017 をもって変更認可を申請した国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設保安規定

について、規定内容をより明確にするため 



別 添 
 

 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

核燃料物質使用施設保安規定 新旧対照表 

 

 

令和 2 年 5月 11 日 申請 

令和 2 年 8月 31 日 補正 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
 






































































































































































































